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２０２３年１０月２７日（金）発行 

＊ 今号は、①いの健京都センター２０２３年度第１回理事会報告、②最近の労働情報ザッピング、③今月の

２冊です。 

Ⅰ いの健京都センター2023年度第 1回理事会開催 

 １０月２５日、いの健京都センタ－の２０２３年度第１回理事会を開催しました。 

河本理事長は、あいさつで「日本経済は、労働者の賃金を上げないとどうしようもないと思う。国会で

は減税が話題となっているが、減税をするなら消費税ではないか。ロシアのウクライナ侵攻に続いてイ

スラエルのガザ攻撃を口実として、軍事費をさらに増やそうとしているが、国民のいのちと安全を守る

ためには医療・介護・福祉・教育にまわせと声を大にして申し上げたい！」と述べられました。 

２０２３年度第１回理事会では、「①２０２３年度方針の具体化、②結成２５周年記念事業の実施、③

当面するとりくみ」などが協議され、「①２０２１年９月の脳・心臓疾患、２０２３年９月の精神障害の

労災認定基準の改定についての学習会、②２０２３年版過労死等防止対策白書学習会」の年内開催が確

認されました。 

討論では、①労働安全衛生委員会の設置義務や産業医の配置義務のない“５０人未満”の中小企業にお

ける労働安全衛生のとりくみの困難性の問題や、②若い労働者への労働安全衛生教育を広げていく困難

さと労働安全衛生のとりくみ参加をどうかちとっていくのという問題が提起されました。また職場での

ハラスメントの問題のとりくみの交流もおこない、アンケート調査活動を行い、職場の労働者の悩みや

不満、要求を、団体交渉でとり上げて経営に伝えていく重要性が指摘されました。教職員の働き方問題、

給特法改正問題のとりくみを全体として重視してとりくんでいくことなどが話し合われました。 

 

Ⅱ 最近の労働情報ザッピング 

１ アメリカの労働運動高揚、ストライキ広がる！ 

９月１５日、全米自動車労組（ＵＡＷ）は、“ビッグ３”で史

上初の同時ストに突入した。１０月２５日、フォード・モーター

と暫定合意が成立した。今後４年半で２５％の賃上げ、初任給

を６８％アップして時給２８ドル（≒４千２百円）に引き上げ

る。バイデン大統領も激励・歓迎した。９月２４日、全米脚本家

組合は、５カ月に及ぶストライキの結果、１２．５％の賃上げや

視聴率に基づく手当の支給、ＡＩ規制で暫定合意を勝ち取る。 

 

２ ２０２２年の民間労働者の給与の実態 

９月２７日、国税庁は、２０２２年分の「民間給与実態調査」結果を公表。①平均給与は４５８万円（前

年比２．７％増）、男性５６３万円、女性は３１４万円で男性の５５．８％、②正規は平均５２３万円、

非正規は平均２０１万円で正規の３８．４％、③年収２００万円以下のワーキングプアは１０４２万人

で全体の２０．５％、男性が２７９万人で男性の９．６％、女性が７６２万人で女性の３５．５％。 

 

３ 政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」 
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９月２７日、「全世代型社会保障本部」（議長：岸田首相）は、「年収の壁・支援強化パッケージ」を決

定。「１０６万円の壁」〔＝勤務時間２０時間以上・従業員１０１人以上（２０２４年１０月からは５１人

以上に）で月収８．８万円以上＝年収換算で１０６万円以上の場合社会保険加入に、それ以外は１３０万

円〕に対して、①事業主が給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」を支払う場合、最大２年間、標

準報酬月額＆賞与額の算定から同手当を除外し、②賃上げで労働者の収入を増加させた事業主に労働者

一人当たり最大５０万円を支給する制度をキャリアアップ助成金の新コースとして設けるというもの。

これでどれだけ効果があるかは未知数。 

 

４ アマゾンの配達をしているフリーランスが労災認定 

１０月４日、東京ユニオンは、アマゾンの配達を請け負っている個人事業主（フリーランス）の６０代

の男性が、横須賀労基署から「男性が勤務実態から言って事実上の労働者に該当する」と判断されて、労

災認定されたことを明らかにした。 

 

５ ヤマト運輸で労働組合を結成し、団体交渉を実施 

ヤマト運輸で、配達をしている個人事業主約３万人との業務委託契約を２０２４年１月末から３月末

にかけて、仕分けや配達をしているパート社員数千人との雇用契約を２０２４年１月末で打ち切ろうと

していることが大問題となっているが、１０月１３日、建交労軽貨物ユニオン・大和運輸茨木分会が結成

され、１６日に初団交を行った。 

 

６ 大企業ほど大きい男女の賃金格差 

１０月５日付のしんぶん赤旗によれば、男女の賃金格差は大企業ほど大きいとなっている。昨年７月

から義務付けられた男女賃金格差の公表（３０１人以上の規模の企業に義務付け）を、厚労省のホームペ

ージ「女性の活躍推進企業データベース」の全データを分析した結果によるもの。 

男性を１００とした場合の女性の賃金割合の平均 

企業規模 全労働者 うち正規 うち非正規 公表企業数 

３０１～５００人 ７１．６％ ７５．９％ ８０．３％ ３４２８社 

５０１～１０００人 ６８．５％ ７４．０％ ７７．５％ ２８９８社 

１００１～５０００人 ６６．８％ ７３．５％ ７６．７％ ２２６８社 

５０００人以上 ６５．８％ ７１．７％ ８０．５％ ４２６社 

３０１人以上全体 ６９．１％ ７４．５％ ７８．５％ ９０２０社 

 

７ ２０２３年版の「過労死防止白書」が公表 

１０月１３日、厚労省は、今年８回目となる２０２３年版の「過労死等防止対策白書」を公表した。「睡

眠と疲労、うつ傾向及び主観的幸福化などの関係」についての調査分析（＝睡眠の不足感が大きいと疲労

の持ち越し頻度が高くなり、うつ傾向・不安を悪化させ、主観的幸福感も低くなる傾向がある）や、芸術・

芸能分野における働き方の実態（＝２割超がセクハラ経験、声優・アナウンサーでは２５．７％）、メデ

ィア業界や教職員の労災事案の分析結果などを報告している。 

 

８ 「新しい時代の働き方に関する研究会」の報告書にご注意！ 

 １０月２０日、厚労省は、労働基準法や労働基準行政の今後の方向性を検討してきた「新しい時代の働

き方に関する研究会」がとりまとめた報告書を公表した。厚労省の労働基準局長は、この報告書を「指南
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書、マニュアルとして、労基法や労働契約法制、労働政策全般を検討していく」としている。この報告書

に対し、全労連は、１０月２３日付の黒澤事務局長の談話で、同報告書の「撤回と全面的な修正を求める」

という態度表明を行い、「①労働者保護法制の厳格な履行こそ求められているときに的外れ、②『規制緩

和で市場任せ』は厚労行政の自己否定、③労使合意さえあれば適用除外の全面展開は労働基準法の形骸

化を招く危険な主張、④労使対等の実現は別の回路ではなく労働組合が不可欠、⑤労働者保護の使用者

責任を労働者の自己責任にすり替える巧妙なトリック」と全面批判し、「規制緩和ではなく、労働時間を

はじめとする労働基準法の抜本的な規制強化を求める」と要求した。 

  

９ その他：技能実習生や派遣労働者の現状、子どもの虐待・不登校・いじめ、ジャニーズ性被害問題、

２０２２年の自殺者数など 

① ８月１日、厚労省は、２０２２年の外国人技能実習生の実習実施者（＝技能実習生が在籍している事

業場）に対して行った監督指導や送検等の状況を公表した。監督指導を行った９８２９事業場の内、

労基法関係法令違反があった事業場は７２４７事業場（７３．７％）で、主な違反事項は、ⅰ.使用す

る機械等の安全基準、ⅱ.割増賃金の支払い、ⅲ.健康診断結果についての医師等からの意見聴取。技

能実習生からの監督署への是正申告件数は１４５件で、主な内容は、ⅰ.賃金・割増賃金の不払い、

ⅱ.解雇手続の不備、ⅲ.最賃未満の賃金支払。労基関係法令違反での送検件数は２１件にとどまって

いる。 

② ８月４日、厚労省は、「２０２２年労働安全衛生調査（事態調査）」の結果を公表した。過去１年間

にメンタルヘルス不調により連続１か月以上休業した労働者がいた事業所の割合は１０．６％（前年

８．８％）、退職した労働者がいた事業所の割合は５．９％（前年４．１％）。メンタルヘルス対策

にとりくんでいる事業所の割合は、労働者数５０人以上の事業所で９１．１％（前年９４．４％）、

労働者数３０～４９人の事業所で７３．１％（前年７０．７％）、労働者数１０～２９人の事業所で

５５．７％（前年４９．６％） 

③ ８月９日、厚労省は、「労働者派遣事業報告書」（２０２２年６月１日現在の状況報告）集計結果（速

報値）をとりまとめて公表した。派遣労働者数は約１８６万人（前年比１０．４％増）。その内、無

期雇用派遣労働者は７４万６，６６１人（１０．３％増）、有期雇用派遣労働者は１１１万４，９１

３人（１０．２％増）、製造業に従事した派遣労働者は約４１万人（１４．０％増）。 

④ ９月７日、子ども家庭庁は、全国の児童相談所が２０２２年度に対応した虐待件数の速報値が２１万

９１７０件だったと発表（前年から１万１５１０件の増、１９９０年度の集計開始以来３２年連続で

過去最多を更新）。１０月４日、文科省は、２０２２年度の全国の小中学校の不登校の生徒が２９.

１万人（全体の生徒の３．２％）で、前年度より５.４万人（２２．１％）増え、いじめの認知件数も

６８.２万件（前年度比１０．８％増で、過去最多）だったと発表した。 

⑤ １０月２日、ジャニーズ事務所は記者会見をして、４７８人が故ジャニー北川元社長から性被害を受

けたと申し出、その内３２５人から補償の求めがあったと公表した。 

⑥ １０月２０日、政府は、「２０２３年版自殺対策白書」を閣議決定した。２０２２年の自殺者数は２

万１,８８１人（男性が１万４,７４６人で１３年ぶりに増加、女性が７,１３０人で３年連続の増加、

５０代と８０歳以上の上昇が顕著、小中高生は５１４人と過去最高）で前年比８７４人増、自殺率（人

口１０万人当たりの自殺者数）は１７.５人で前年の１６.７人を上回る（Ｇ７では日本が一番自殺率

が高い）。原因・動機では、「健康問題」が最も多く、続いて「家庭問題」、「経済・生活問題」の

順。 
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Ⅲ 今月の２冊‐ダグラス・ラミス「憲法は、政府に対する命令である」 

白井明大「日本の憲法 最初の話」 

 １１月３日は「文化の日」；１９４６年１１月３日に日本

国憲法が公布されたことを記念して定められた祝日。日本

国憲法が公布されて７７年を迎えるにあたって、憲法につ

いてあらためて考える絶好の本を２冊紹介する。１冊目

は、沖縄在住のアメリカの政治学者のダグラス・ラミスさ

んの「憲法は、政府に対する命令である」（初版は２００６

年、増補版が２０１３年に平凡社ライブラリー・文庫で１

０００円＋税）。編集子はこれまで憲法に関する沢山の本

を読んできたが、その中で一番感激した本、憲法というも

のについてストンと理解させてくれた本；「憲法とは何

か？」、「それはなぜ最高法規なのか！」について明快に理解させてくれる。「憲法は、国民の政府に対す

る命令書」であり、「憲法は、国民に基本的人権を保障する法律だから、最高法規」なのである。２冊目

は、詩人の白井明大（あきひろ）さんの「日本の憲法 最初の話」（株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、１５００

円＋税）。日本国憲法の理念や心を大胆に「詩訳」した本。「何より、私も、あなたも、一人一人の誰もが、

個人として尊重されながら、自分の人生を生きていくために」とある。日本国憲法を前文から各条文を、

国連自由権規約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約なども引用しながら、みごとに「詩」にしている。 

 

過労死等防止対策推進シンポジウム（京都会場）に参加しよう！ 

〇 日時：２０２３年１１月２４日（金）午後１時３０分～４時２０分 

〇 開場：池坊短期大学・洗心館・BIF・こころホール 

〇 主な内容： 

・ 基調講演「パワハラを起こす企業と起こさない企業は何が違うのか？～パワハラ上司を生み出

さないためにできること」（津野香奈美・神奈川県立保健福祉大学大学院・ヘルスイノベーション

研究科・准教授） 

・ 過労死ご遺族からの体験談発表 

・ 京都労働局からの報告「過労死等防止対策の推進について」 

〇 主催：厚生労働省・京都労働局、協力：過労死防止京都連絡会 

＊ 事前申し込み要！（過労死等防止対策推進シンポジウムの特設ホームページから申し込みを！） 

 

◎ パレスチナ・イスラエル紛争の即時   

停戦！－人質の解放と物資支援を！  

◎ パレスチナの自決権を尊重し、平和  

共存へ！ 


